
平成 22年 10月 1日 

練馬区 経理用地課 

事業者の皆様へ 

 

関係会社の同一入札への参加制限について 

 

 練馬区および都内区市町村で運営する東京電子自治体共同運営サービスでは、資本関係

または人的関係のある会社の情報を、あらかじめ登録いただいております。 

 このような関係会社同士が同一の入札に参加することは、公正・公平な入札が阻害され

る恐れがあるため、以下のとおり関係会社の同一入札への参加を制限することといたしま

すので、お知らせします。 

 

１ 関係会社の登録 

  ２に記載する関係会社に該当する場合は、必ず、東京電子自治体共同運営サービス上

で、関係会社の情報を登録してください。（随時、登録・変更することができます。） 

  登録方法につきましては、コールセンターにお問合せください。 

 

２ 制限の内容 

 つぎの「(1) 関係会社の定義」に該当する複数の者が同一入札に参加することを制限し

ます。制限に該当する者の入札があった場合は、「(2) 制限に該当する者が入札した場合

の取扱い」による対応を行います。 

 (1) 関係会社の定義 

  「東京電子自治体共同運営 電子調達サービス 競争入札参加資格申請の手引き」に

定める関係会社。【別添「申請の手引き」（抜粋）をご参照ください。】 

 (2) 制限に該当する者が入札した場合の取扱い 

  制限に該当する者全ての入札を無効とします。ただし、入札書の提出期限までに、定

義に該当する者のうち、１者を除く全ての者が辞退届を提出した場合は、残る１者の入

札は有効とします。 

 (3) 特定建設工事共同企業体の取扱い 

  特定建設工事共同企業体の場合も、制限に該当する者は同一入札に参加できません。

（同一企業体、別企業体のいずれの場合も制限対象となります。） 

 (4) 入札参加予定者間の連絡 

  制限に該当する入札参加予定者が、制限に対応する目的で入札を辞退する者を決める

場合に限り、当事者間で連絡できるものとします。 

 

３ 適用期日 

 平成 23年 4月 1日以降に公表、公告または任意指名する案件から制限を適用します。 

 

４ その他 

 (1) 制限に関して疑義が生じた場合には、適切な資料を関係会社より提出を受けること

などにより、事実確認を行う場合があります。 

 (2) 関係会社の情報の登録を行わない場合または虚偽の登録内容の場合は、指名停止を

行う場合があります。 

 

（担当）練馬区 総務部 経理用地課 契約係 ℡ ０３－５９８４－２８３２ 

東京電子自治体共同運営 専用コールセンター 

℡ ０５７０－０５－１０９０（または03-5319-2825） 

（受付時間：祝祭日を除く月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５） 



 

東京電子自治体共同運営 電子調達サービス 

競争入札参加資格申請の手引き （抜粋） 

 

 

 

 

 

 



 

 

 




